
第
42
回
３
・
13
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
集
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ 

経
済
政
策
と
政
治
の
転
換
へ
、
消
費
税
増
税
・
国
税
通
則
法
改
悪
阻
止
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
、
仕
事
・
雇
用
を
増
や
し
安
心
の
国
民
生
活
を
！ 

 

集
会
参
加
者
の
み
な
さ
ん 

 

本
日
は
、
全
国
約
６
０
０
カ
所
、
20
万
人
近
く
の
中
小
業
者
、
労
働
者
、
農
民
、
年
金
者
、
女
性
、
青
年
な
ど
各
階

層
の
仲
間
が
要
求
実
現
を
め
ざ
し
立
ち
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

集
会
参
加
の
み
な
さ
ん
に
、
重
税
反
対
中
央
実
行
委
員
会
か
ら
激
励
と
連
帯
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
ま
す
。 

「
生
活
が
第
一
」
の
立
場
を
投
げ
捨
て
た
菅
民
主
党
政
権
は
、
日
本
の
経
済
と
社
会
に
大
打
撃
を
与
え
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環

太
平
洋
連
携
協
定
）
へ
の
参
加
を
表
明
し
、
社
会
保
障
財
源
を
口
実
に
し
た
「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
を
着
々
と

す
す
め
て
い
ま
す
。 

与
党
は
３
月
１
日
に
は
来
年
度
予
算
案
を
衆
議
院
で
強
行
採
決
し
ま
し
た
。
財
政
が
大
変
と
言
い
な
が
ら
、
大
企
業
と

大
資
産
家
に
２
兆
円
も
の
減
税
、
米
軍
へ
の
「
思
い
や
り
予
算
」
を
継
続
す
る
一
方
、
国
民
に
は
庶
民
増
税
と
社
会
保
障

削
減
を
押
し
付
け
る
も
の
で
、
許
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
参
議
院
は
少
数
与
党
で
、
衆
議
院
で
は
３
分
の

２
を
確
保
す
る
め
ど
が
立
た
ず
、
予
算
関
連
法
案
は
成
立
の
見
通
し
が
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
菅
政
権
に
は
民
主
党
内
部
か

ら
も
批
判
の
声
が
高
ま
り
、
早
期
解
散
・
総
選
挙
も
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
国
民
に
約
束
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
裏
切
り
、
自
民
党
・
公
明
党
の
政
治
へ
の
回
帰
を
強
め
る
菅
首
相
・
民

主
党
へ
の
失
望
と
怒
り
が
大
き
な
渦
と
な
り
、
政
権
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

 

参
加
者
の
み
な
さ
ん 

予
算
関
連
法
の
中
に
は
、
白
色
申
告
者
へ
の
記
帳
義
務
の
押
し
付
け
、
事
前
通
知
な
し
の
調
査
の
横
行
、
帳
簿
の
勝
手

な
持
ち
帰
り
、
税
務
調
査
期
間
の
延
長
、
無
申
告
者
へ
の
重
い
罰
則
な
ど
、
税
務
署
が
や
り
た
い
放
題
の
税
務
調
査
に
つ

な
が
り
、
納
税
者
の
権
利
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
「
国
税
通
則
法
改
悪
案
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

ま
と
も
な
審
議
も
な
く
、
「
所
得
税
法
等
の
一
部
改
正
案
」
と
し
て
一
括
審
議
で
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
や
り
方
は
許

す
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
財
産
権
を
侵
害
し
適
正
手
続
き
を
欠
い
た
憲
法
違
反
の
内
容
が
知
ら
れ
る
に
つ
れ
、
反
対

世
論
は
急
速
に
広
が
り
、
国
会
議
員
の
態
度
を
変
化
さ
せ
て
き
て
い
ま
す
。 

法
人
税
減
税
を
や
め
る
こ
と
と
あ
わ
せ
、
「
国
税
通
則
法
改
悪
案
」
は
、
他
の
法
案
と
切
り
離
し
慎
重
審
議
を
行
う
こ

と
、「
納
税
者
権
利
憲
章
」
も
国
民
の
声
を
広
く
聞
き
国
会
審
議
を
行
う
こ
と
、
を
引
き
続
き
要
求
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 参
加
者
の
み
な
さ
ん 

 

４
月
に
は
、
い
っ
せ
い
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
消
費
税
増
税
・
国
税
通
則
法
改
悪
阻
止
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
、
仕

事
・
雇
用
を
増
や
し
て
内
需
拡
大
を
、
大
企
業
の
行
き
過
ぎ
た
減
税
を
た
だ
し
、
社
会
保
障
の
拡
充
を
、
な
ど
の
声
を
い

っ
そ
う
大
き
く
し
て
、
地
方
選
の
争
点
に
ま
で
押
し
上
げ
、
政
党
・
候
補
者
の
態
度
を
有
権
者
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。 

 

当
面
次
の
行
動
を
強
め
ま
し
ょ
う
。 

 

１
、
各
地
域
実
行
委
員
会
と
し
て
地
元
国
会
議
員
へ
の
直
接
要
請
、
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
な
ど
で
声
を
と
ど

け
る
こ
と
。 

２
、
各
団
体
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
国
税
通
則
法
改
悪
反
対
の
署
名
」
「
民
主
的
な
税
制
を
求
め
る
署
名
」
な
ど
を
強

め
る
こ
と
。 

３
、
中
央
実
行
委
員
会
加
盟
の
各
団
体
が
取
り
組
む
３
月
23
日
の
「
国
会
行
動
・
国
会
議
員
要
請
行
動
」
に
参
加
を

強
め
る
こ
と
。 

本
日
の
集
会
・
行
動
で
示
さ
れ
た
大
き
な
共
同
の
輪
を
さ
ら
に
広
げ
、
安
心
の
国
民
生
活
と
諸
要
求
実
現
の
た
め
に
全

力
で
奮
闘
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
・
13
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
中
央
実
行
委
員
会 


